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○愛西市地域包括支援センター運営協議会設置要綱 

平成１８年３月３１日 

訓令第１５号 

改正 平成２２年３月３０日訓令第１０号 

平成２２年６月２３日訓令第２１号 

平成２４年３月１５日訓令第８号 

平成２５年２月１５日訓令第４号 

平成２８年３月３１日訓令第４７号 

令和２年３月３１日訓令第４６号 

（設置） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１

１５条の４６に規定する地域包括支援センター（以下「センター」という。）

の適正な運営、公正及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運

営を図るために愛西市地域包括支援センター運営協議会（以下「協議会」

という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） センターの担当する圏域の設定に関すること。 

（２） センターの設置に関すること。 

（３） 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関するこ

と。 

（４） その他協議会がセンターの公正及び中立性を確保する観点から必

要であると判断した事項について、協議すること。 

（協議会） 

第３条 協議会は、１８人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、市長

が依頼する。 
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（１） 地域における保健・医療・福祉関係者 

（２） 介護保険の被保険者（１号及び２号） 

（３） 介護サービス（介護予防）の利用者 

（４） 介護サービス（介護予防）の事業者 

（５） 学識経験者 

（６） その他市長が必要と認めるもの 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任は妨げないものとする。ただし、欠員

が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 学識経験者以外の委員は、就任の時の身分を失ったときは、その職を辞

したものとみなす。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が委員の中から指名す

る。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

（議事） 

第７条 会議の議長は、会長が掌る。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会長は、会議において必要があると認めるときは、利害関係を有する者

を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局は、保険福祉部高齢福祉課に置く。 
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（委任） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

協議会に諮り、会長が定める。 

附 則 

この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３０日訓令第１０号） 

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年６月２３日訓令第２１号） 

この訓令は、公表の日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則（平成２４年３月１５日訓令第８号） 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月１５日訓令第４号） 

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日訓令第４７号） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日訓令第４６号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
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○愛西市地域密着型サービス運営委員会設置要綱 

平成１８年３月３１日 

訓令第１６号 

改正 平成２２年６月２３日訓令第２２号 

平成２４年３月２３日訓令第１１号 

平成２５年２月１５日訓令第４号 

平成２８年３月３１日訓令第３０号 

令和２年３月３１日訓令第４７号 

（設置） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく地域密着型サービ

ス及び介護予防支援（以下「地域密着型サービス等」という。）の適正な

運営を確保するため、愛西市地域密着型サービス運営委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 愛西市（以下「市」という。）が行う地域密着型サービス等の指

定に際し、愛西市長（以下「市長」という。）に対して意見を述べるこ

と。 

（２） 市が行う地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設定に

際し、市長に対して意見を述べること。 

（３） 地域密着型サービス等事業者の質の確保、運営評価その他市長が

地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断

した事項について、協議すること。 

（委員会） 

第３条 委員会は、１８人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、市長

が依頼する。 
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（１） 地域における保健・医療・福祉関係者 

（２） 介護保険の被保険者（１号及び２号） 

（３） 介護サービス（介護予防）の利用者 

（４） 介護サービス（介護予防）の事業者 

（５） 学識経験者 

（６） その他市長が必要と認めるもの 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任は妨げないものとする。ただし、欠員

が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 学識経験者以外の委員は、就任の時の身分を失ったときは、その職を辞

したものとみなす。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長が委員の中から

指名する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が

欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

（議事） 

第７条 会議の議長は、委員長が掌る。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。 

３ 委員会は、会議において必要があると認めるときは、利害関係者を有す

る者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局は、保険福祉部高齢福祉課に置く。 
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（委任） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員会に諮り、委員長が定める。 

附 則 

この告示は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年６月２３日訓令第２２号） 

この訓令は、公表の日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則（平成２４年３月２３日訓令第１１号） 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月１５日訓令第４号） 

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日訓令第３０号） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日訓令第４７号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

 


